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第 1 章 計画の策定にあたって 
 
 

1 計画策定の趣旨 
 

わが国において、国民の平均寿命は毎年延伸する一方で、心疾患、脳血管疾患、糖尿病な

どの生活習慣病や認知症の人などが増加し、これらの疾患の予防と健康寿命の延伸が国民的

課題となっています。さらに近年では、新型コロナウイルス感染症の流行を受けて、国民の

生活習慣や人との関わり、価値観などを変化させることとなり、心身の健康にも大きな影響

を及ぼしています。 

南三陸町（以下「本町」という。）では、平成 22年に「健康みなみさんりく 21 計画及びみ

なみさんりく食育推進計画」を策定し、健康づくり及び食育に関する様々な取組を推進して

きましたが、平成 23年 3 月の東日本大震災により、多くの町民が被災し、町民を取り巻く生

活環境やコミュニティが著しく変化し、町民の健康状況にも大きな影響があったことを踏ま

え、平成 28 年 3 月に策定した「南三陸町第 2期健康づくり計画（食育推進計画含む）」（以下

「前計画」という。）では、町民一人ひとりが主体的に健康づくりに取り組むことを基本とし、

町民、行政、保健医療福祉関係者及び関係機関の協働による健康づくり施策を推進し、健康

な地域づくり、コミュニティづくりの実現に向けて取り組んできました。 

この度策定する「南三陸町第 3期健康づくり計画（食育推進計画含む）」（以下「本計画」と

いう。）は、引き続き、町民が健康づくり活動の主体であり、町民、行政、保健医療福祉関係

者及び関係機関と協働して健康づくり活動に取り組むことを基本とし、国や県の方針との整

合性を図りながら、地域と連携した健康づくり、コミュニティづくりの実現に向けた取組を

効果的に展開するため、前計画の評価及び検証を踏まえ策定することとします。 
 
 

2 計画の性格・位置付け 
 

本計画は、健康増進法第 8条第 2項に基づく「健康増進計画」と、食育基本法第 18 条に基

づく「食育推進計画」を一体的に策定するものとします。 

また、計画の策定にあたっては、上位計画である「南三陸町総合計画」や「南三陸町地域福

祉計画」、町の各分野別計画及び国の計画である「健康日本 21」、「食育推進基本計画」並びに

県の計画である「みやぎ 21 健康プラン」、「宮城県食育推進プラン」などの関係する既存の計

画と整合性を図りながら、本町の健康づくりの実行計画として各種事業を実施します。 

さらに、本計画は、令和６年度に実施した町民健康意識調査などで明らかになった健康課

題の改善に向け、町民一人ひとりが主体的に健康づくりに取り組むことを基本とし、さらに

町民、行政、保健医療福祉関係者及び関係機関などがともに健康づくりに参加し、ともにつ

ながりながら、ともにつくりあげていくという協働の健康づくりを推進することを目指した

総合的な計画として位置付けます。
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【町の関連計画】 

・こども計画 

・高齢者福祉計画 

・介護保険事業計画 

・障害者計画 

・障害福祉計画 

・障害児福祉計画 

・自死対策推進計画 

南三陸町第３期 

健康づくり計画 

・健康日本 21 

・食育推進基本計画 

・みやぎ 21 健康プラン 

・宮城県食育推進プラン 

図表 本計画と他の計画の関連図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 計画の策定方法 
 

本計画の策定にあたり、町民健康意識調査やヒアリング調査、各種会議などを実施し、

町民の健康状態や生活習慣の状況を把握した上で、分野別計画検討会、地区計画部会を開

催しました。 
 

（1）町民健康意識調査 

町民健康意識調査は、前計画の最終評価及び町民の健康づくりに関する意識や取り

組み、健康課題を把握することを目的に、二段階層化無作為抽出を行った 20 歳以上 84

歳以下の町民の男女 1,000 名を対象に、令和 6 年 10 月 28 日から令和 6 年 11 月 15 日

に実施しました。 

調査方法は、保健福祉推進員による配布または郵送により行い、インターネットによ

る回答も可としました。 

   ○回収数 456 人（回収率 45.6％）。うち調査票記入 416 人、インターネット回答 40人 
 

（2）各種会議・懇談会の開催 

本計画の策定にあたり、本町の健康づくり、食育に対する現状や課題、取り組みな

どに関する意見交換を行いました。 

会議名 実施日 参加者 

保健福祉推進員会議 

（地区ごとに開催） 

令和 7年 6月 17 日（火） 

令和 7年 6月 23 日（月） 

令和 7年 6月 26 日（木） 

令和 7年 6月 27 日（金） 

保健福祉推進員 34 人 

子ども支援連絡調整会議 令和 7年 8月 19 日（火） 町内の小中高校の養護教諭、

幼稚園教諭、保育士 14 人 
 
 

南三陸町総合計画 

南三陸町地域福祉計画 

国 

県 
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（3）ヒアリング調査 

ヒアリング調査は、食生活改善推進員や町内の事業所、庁内関係部署など 15 の関係

団体を対象に、令和 7年 8月から 9月に実施しました。 

日頃の活動を通して気になっていること、大事にしていきたいことなどについて意

見をいただきました。 

 

（4）分野別計画検討会・地区計画部会 

分野別計画検討会は、町民健康意識調査や健診結果などから、前計画の最終評価や達

成状況をもとに、計 7回開催し、「栄養・食生活」、「身体活動・運動」、「休養・睡眠」、

「歯と口腔の健康」、「生活習慣病予防・重症化予防」、「アルコール対策」、「たばこ対策」

の 7分野についての計画の原案づくりに取り組みました。 

構成メンバーは、行政区長、民生委員児童委員、保健福祉推進員、食生活改善推進

員、子育て世代、ＰＴＡの代表、健康づくり隊、スポーツ推進員などの地区住民と、

学校の養護教諭、病院の看護師や理学療法士、ケアマネジャー、歯科衛生士、薬剤師、

警察、保健所、高齢者介護施設職員、スポーツ施設職員、県漁協職員、社会福祉協議

会、公民館などの関係者が参加しました。 

    地区計画部会は、保健福祉推進員や行政区長、民生委員児童委員、地区の住民など

で構成される健康づくり活動ボランティア「健康づくり隊」を対象に、令和 7 年 8 月

から 10 月の期間に各地区 2～3 回開催し、戸倉地区、志津川地区、入谷地区、歌津地

区それぞれの前計画の振り返りを行い、地区の特色や強みを生かした健康づくりの推

進を目的とした地区別計画の原案づくりに取り組みました。 
 

（5）南三陸町保健福祉総合審議会（策定委員会） 

南三陸町保健福祉総合審議会は、本計画の策定委員会として、令和 7 年 9 月、11 月

及び○月に審議を行いました。 
 

（6）パブリックコメントの実施 

住民の皆様からのご意見をいただくため、令和○年○月○日から令和○年○月○日

までの間、町ホームページなどにおいて計画の素案を公表し、パブリックコメントを

実施しました。 
 

4 計画の期間と進行管理 
 

本計画の期間は、令和 8年度から令和 17年度までの 10 年間とします。 

なお、令和 12年度（計画 5年目）には、健康意識調査と中間評価を行い、必要に応じて

令和 13 年度に本計画の中間見直しを行います。 
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健康意

識調査 
中間見

直し 

図表 前計画と本計画の年次関係図 

 

 
 

5 前計画の最終評価 
 

  平成 28年 3 月に策定した前計画は、東日本大震災からの復旧・復興を踏まえ、町民一人

ひとりが主体的に健康づくりに取り組むことを基本とし、町民、関係機関、行政などがと

もに健康づくりに参加し、つながりながらつくりあげていくという協働の健康づくりを推

進してきました。 

  また、前計画の評価として、令和 6 年に町民健康意識調査を行い、その結果などを基に

8分野・全 66 項目の最終評価を行いました。その結果は、表 1のとおりです。 
 

表 1 目標達成状況の評価 

評価 項目数（％） 主な項目 

A 目標に達した 11（16.7％） ・ストレスを上手に解消できている人の割合の増加 

・社会参加など活動する高齢者の増加（60 歳以上） 

・3歳児のむし歯のない人の割合の増加 

・生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人の割合

の減少（成人男性） 

B 目標値に達成していな 

いが改善傾向にある 

10（15.2％） ・地縁的な活動に参加している人の増加 

・特定健診、がん検診（胃がん・大腸がん）受診率の向上 

・12 歳児の一人平均むし歯の本数の減少 

・かかりつけの歯科医がいる人の増加 

・日常生活における歩数の増加（65 歳以上の男女） 

C 変わらない 36（54.5％） ・住民活動・ボランティア活動に参加している人の増加 

・朝食を毎日食べる人の割合の増加 

・食事の適量を心がけて食べるようにしている人の割合の

増加 

・食塩摂取量の減少 

・食育に関する教室・ボランティアへ参加したことがある

人の増加 

・肥満者（BMI≧25）、肥満傾向児の出現率割合の減少 

・仕事と休養のバランスを心がけている人の増加 

・睡眠による休養を十分にとれていない人の割合の減少 

・健康のために運動を心がけている人の増加 

D 悪化している 6（9.1％） ・健康寿命の延伸 

・野菜の摂取量の平均値の増加 

・メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少 

・運動の習慣化（運動習慣者の割合の増加）（60 歳以上・

男性） 

E 評価困難 3（4.5％） ・受動喫煙の機会を有する人の割合の低下（飲食店） 

・自分の一日の歩数を知っている人の増加 

 
 
 

 
R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 

第 2 期

計画 
(H28～R7) 
 
第 3 期
計画 
(R8～R17) 

 
 
 
 
策定 

 

 

 

 

 

 

    
 
 

 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

   
 
 

 

 
 
 

 

最終評価 中間評価 

健康意

識調査 

次期計

画策定 
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6 計画見直しの概要 
 

  本計画を推進していくため、本町の強みである、町民同士でつながり、支え合う「おで

って」の気持ちと行動を大切に、町民、関係機関、行政などの協働による健康づくりの取

り組みを継続していくとともに、こどものころからの健康づくりに関する取り組みを強化

していきます。また、発症予防だけでなく、症状や疾病があっても現状の改善や維持によ

り、健康的な生活をより長く続けられることを目指します。 

  分野別計画については、関連計画と整合性を図る理由から、前計画の８分野から７分野

に変更し、主な内容は次のとおりとします。 

（1） 「こころの健康」については、別に定める自死対策計画の中で取り組みを推進し、本

計画においては、県計画「みやぎ 21 健康プラン」との整合性を図り、「休養・睡眠」に

変更します。 

（2） 「歯の健康」については、歯のみではなく、口腔機能に着目した取り組みの推進を図

ります。 

（3） 「アルコール対策」については、分野別計画検討会で『アルコールが悪い点だけでは

なく、コミュニケーションを図る利点もある』といった意見をいただいたことから、分

野名を「適切な飲酒」に変更します。 

（4） 「認知症・介護予防」については、高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づいて推

進しているため、健康づくり計画からは除くこととします。 

第2期健康づくり計画（前計画） 第 3期健康づくり計画（本計画） 

【基本方針】 

1 こどももおとなも ともに参加する 

健康づくり 

2 こどももおとなも ともにつながる 

健康づくり 

3 こどももおとなも ともにつくる 

健康づくり 
 

【基本方針】 

1 健康寿命の延伸 

2 こどものころからの健康的な生活習慣 

の定着 

3 生活習慣病を重症化させないための 

取組の推進 

4 こどもも大人もともに参加し、 

つながりつくる健康づくり 

【構成】 

1 分野別計画（8分野） 

（1）栄養・食生活 

（2）生活習慣病予防 

（3）こころの健康 

（4）認知症・介護予防 

（5）歯の健康 

（6）たばこ対策 

（7）アルコール対策 

（8）身体活動・運動 

2 地区別計画（4地区） 

（1）戸倉地区 

（2）志津川地区 

（3）入谷地区 

（4）歌津地区 

【構成】 

1 分野別計画（7分野） 

（1）栄養・食生活 

（2）身体活動・運動 

（3）休養・睡眠 

（4）歯と口腔の健康 

（5）生活習慣病予防・重症化予防 

（6）適切な飲酒 

（7）たばこ対策 

 

2 地区別計画（4地区） 

（1）戸倉地区 

（2）志津川地区 

（3）入谷地区 

（4）歌津地区 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 南三陸町の健康を取り巻く現状 
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第 2 章 南三陸町の健康を取り巻く現状 
 
 

1 人口の状況 
 

（1）人口・世帯数の推移 

本町の人口は、前計画が始まった平成 28 年度末の 13,426 人から令和 6 年度末の

11,417 人まで減少しています。（減少率 14.96%） 

世帯数は、平成 28 年度末の 4,577 世帯から令和 6年度末の 4,429 世帯まで減少し

（減少率 3.23%）、総人口を世帯数で割った世帯あたり人員も、平成 28年度末の 2.93

人から令和 6年度末は 2.58 人となっています。 
 
 

図表 総人口・世帯数・世帯人員 
（平成 28 年度（2016）～令和 6 年（2024）年度末） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：住民基本台帳調査（各年度末現在） 
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（2）年齢階層別人口・高齢化率の推移 

平成 28 年度から令和 6年度まで、65歳以上の高齢者人口がほぼ横ばいであるのに

対し、生産年齢人口は 1,706 人（減少率 22.65%）、年少人口は 343 人（減少率 26.45%）

減少しています。 

こうした状況に伴い、高齢化率は平成 28 年から令和 6 年度まで 6.4%上昇してい 

ます。 
  

図表 年齢階層別人口・高齢化率 
（平成 28 年度（2016）～令和 6 年（2024）年度末） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：南三陸町統計書（令和元年度・令和 6 年度版） 
 
 

（3）要支援・要介護認定者の推移 

要支援・要介護の認定率は、平成 28 年度から令和 7年度まで、ほぼ横ばいの状況

です。 
 
 

図表 要支援要介護認定率 
（平成 28 年度（2016）～令和 7 年（2025）年度） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：南三陸町高齢者福祉計画第 9 期介護保険事業計画
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2 出生・死亡の状況 
 

（1）出生者数・死亡者数の推移 

本町の出生者数は 40～50 人台の年が続いており、出生者数より死亡者数が多い自

然減の状況です。 
 
 

図表 出生者数・死亡者数 
（平成 28 年度（2016）～令和 6 年（2024）年度） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：南三陸町統計書（令和元年度・令和 6 年度版） 
 

（2）死亡者の死因別割合 

令和 2 年度の死亡別割合は、悪性新生物、心疾患、脳血管疾患の 3 疾患の割合が高

く、死亡総数の 54.4%を占めています。 
  

図表 死因別割合 
(令和 2 年（2020）年度） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：衛生統計年報 
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（3）健康寿命・平均寿命 

令和 4年の男性の健康寿命は宮城県平均及び平成 27 年より短くなっており、女性の

健康寿命は宮城県平均より長く、平成 27年より短くなっています。 
 
 

図表 健康寿命・不健康な期間・平均寿命 
(平成 27 年(2015 年)・令和 4年（2020 年）) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：データからみたみやぎの健康(平成 27 年・令和 4 年) 
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3 医療費の状況 
 

（1）国民健康保険加入者 1人あたりの医療費 

本町の国民健康保険の被保険者(74 歳以下)は、平成 26 年度の 5,147 人から前計画

中間評価時期である令和 2 年度の 4,035 人を経て、令和 6 年度では 3,512 人となっ

ています。 

被保険者 1 人あたりの医療費(医科)は、平成 26 年度の 23,810 円と比較すると令

和 2 年度は 27,708 円、令和 6 年度では 32,170 円と増加し、宮城県平均を上回って

います。 

被保険者 1人あたりの医療費(歯科)は、平成 26年度の 1,362 円と比較すると令和

2 年度は 1,284 円、令和 6 年度では 1,295 円と減少し、宮城県平均を下回っていま

す。 
  

図表 国民健康保険加入者数・1 人あたり医療費(医科・歯科) 
（平成 26 年（2014）度・令和 2 年（2020）年度・令和 6年（2024）年度） 

 平成 26年度 令和 2年度 令和 6年度 

被保険者数 5,147 人 4,035 人 3,512 人 

1 人あたり医療費(医科) 23,810 円 27,708 円 32,170 円 

1人あたり医療費(医科・県平均) 23,636 円 27,380 円 31,370 円 

1 人あたり医療費(歯科) 1,362 円 1,284 円 1,295 円 

1人あたり医療費(歯科・県平均) 1,570 円 1,877 円 2,116 円 
 
 

資料：宮城県国民健康保険団体連合会 KDB データシステム 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題 
 
 

（2）国民健康保険加入者における生活習慣病受診率の推移 

生活習慣病(高血圧、脂質異常症、糖尿病、虚血性心疾患、脳血管疾患)の受診率は、

毎年約 4割となっており、平成 26年度の 35.2%から増加している状況です。 
 
 

図表 生活習慣病受診率の年次推移 
（令和 4（2022）年度～令和 6 年(2024)年度） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：宮城県国民健康保険団体連合会 KDB データシステム 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題 
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4 特定健康診査・がん検診の受診率と健診結果 
 

（1）特定健康診査・がん検診の受診率の推移 

特定健康診査とがん検診の受診率について、平成 26 年度、前計画中間評価時期の

令和 2 年度、最終評価時期の令和 6 年度で比較すると、特定健康診査と大腸がん検

診、子宮がん検診、胃がん検診は、受診率が高くなっている傾向が見られます。一方、

乳がん検診と肺がん検診は、平成 26 年度より令和 6年度の受診率が低くなっていま

す。 
 
 

図表 特定健康診査・がん検診の受診率 
（平成 26 年度（2014）・令和 2 年度(2020)・令和 6 年度（2024）） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
資料：＜特定健診の受診率＞宮城県国民健康保険団体連合会 KDB データシステム 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題 

＜がん検診の受診率＞平成 26 年・令和 2 年・令和 6 年地域保健・健康増進事業報告 
 
 

（2）特定健康診査結果の推移 

 

特定健康診査におけるメタボリックシンドローム該当者は、平成 26 年度と令和 6

年度を比較すると、微増している状況です。 
 
 

図表 メタボリックシンドローム該当者及び予備群の推移 
（平成 26 年度（2014）・令和 2 年度(2020)・令和 6 年度（2024）） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：宮城県国民健康保険団体連合会 KDB データシステム 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題 
    (平成 26 年度・令和 2 年度・令和 6 年度） 
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（3）特定健康診査結果の有所見率 

令和 6 年度の特定健診結果の有所見率を宮城県平均と比較すると、全ての項目で有

所見率が宮城県平均を上回っています。 
 
 

図表 特定健康診査 有所見率の比較 
（令和 6 年度（2024）） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：宮城県国民健康保険団体連合会 KDB データシステム 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題 
    (令和 6 年度） 
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5 町民健康意識調査結果 
 

令和 6 年 10 月～11 月に実施した町民健康意識調査の結果について、健康づくりに

関連する項目を抜粋して掲載します。 

（1）栄養・食生活 

「食生活で心がけていること」で最も割合が高かったのは、「野菜を多く食べる」

が 70.4%となり、この割合は平成 26 年度調査時の 65.0%より増加しています。 
  

図表 食生活で心がけていること 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

野菜の摂取状況は、「普通に食べる」、「たっぷり食べる」割合は、夕食に多くなって

います。 
 
 

図表 野菜の摂取状況 
 

 

 

 

 

 

 

1 日の野菜摂取量(推計)は約 150g が最多となっています。 
  

図表 1 日の野菜摂取量（推計） 
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朝食の喫食状況について、「ほとんど毎日食べる」人の割合は、男女とも 50 歳以上

で 8割を超えています。 
  

図表 朝食の摂取状況(男性・年代別) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 朝食の摂取状況(女性・年代別)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 日の塩分摂取量(推計)は、10g 以上 15g 未満の人の割合が 43.8%となっています。 
 
 

図表 1 日の塩分摂取量(推計) 
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1 週間の中で清涼飲料水を飲む頻度は、「ほぼ毎日飲む」人の割合が 28.7%となって

います。 

清涼飲料水を毎日飲む人の 53.7%は、1日あたり「1本飲む」と回答しました。 
  

図表 1 週あたりの清涼飲料水を飲む頻度 

 

 

 
 
 

図表 １日あたりに飲む清涼飲料水の本数 

 

 

 

 

 

 

栄養成分表示を「いつも」、「ときどき」参考にしている人の割合は 36.8%となってい

ます。 
 

図表 栄養成分表示を参考にしている割合 

 

 

 

 

地元産の食材を「積極的に」、「できるだけ」利用している人の割合は 51.9%となって

います。 
 

図表 地元産食材の利用状況 

 

 

 

 

非常用食料を用意している人の割合は 44.1%となっています。 
 

図表 非常用食料の準備状況 
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（2）身体活動・運動 

最近 3か月間、定期的に運動している人の割合について、平成 26 年度と令和 6年

度を比較すると、男性は 20 代と 80 代、女性は 40 代と 60 代で割合の減少が大きく

みられました。 
  

図表 定期的に運動している人の割合(男性) 
 

 

 

 

 

 

 

図表 定期的に運動している人の割合(女性) 
 

 

 

 

 

 

 

 

運動しない(できない)理由で最も多かったのは、「仕事等で体を動かしている」が

44.8%となっています。 
 
 

図表 運動しない(できない)理由(複数回答) 
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56.3

27.8 25.9
21.6

34.8

25
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H26
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6.5

29
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10.7
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（3）休養・睡眠 

仕事と休養のバランスを心がけている人の割合は、70.8%となっています。 
 
 

図表 仕事と休養のバランスを心がけている人の割合 
 

 

 

 

 

現在の睡眠時間で休養が「十分とれている」人の割合は、22.1%となっています。 
 
 

図表 睡眠で休養がとれている人の割合 
 

 

 

 

 

 

よく眠れるように睡眠剤や精神安定剤を飲むことがある人の割合は、11.8%となっ

ています。 
 
 

図表 睡眠剤や精神安定剤の使用状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.8 15.6 12.3 1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

心がけている

心がけていない

わからない

無回答

22.1 57.0 18.6 

0.7 

0.9 0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

十分にとれている

まあまあとれている

あまりとれていない

まったくとれていない

わからない

87.7 3.3 0.9 1.3 6.4 0.4

80% 85% 90% 95% 100%

まったくない

月1～2回くらいある

週1回くらいある

週2～3回くらいある

毎日ある

n=456 

n=456 

n=456 
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（4）歯と口腔機能 

自分の歯の本数が半分以下(19 本以下)の人が 30 代から増加しています。20 本以

上の人の割合を全国平均と比較すると、低い割合となっています。 
 
 

図表 現在の歯の本数(年代別) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図表 自分の歯が 20 本以上ある人の割合(全国調査との比較) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     ※令和 4 年歯科疾患実態調査 厚生労働省 
 
 

「なんでもかんで食べることができる」と回答した人の割合は、69.3%となっていま

す。 
 
 

図表 かんで食べるときの状態 
 
 
 
 
 
 

 

69.3 25.2 3.1

0.4

2.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

何でもかんで食べることができる 一部かめない食べ物がある かめない食べ物が多い

かんで食べることはできない 無回答

14.6

34.3

59.3

83.1

95.3

96.8

100

61.0 

56.7

37.0 

15.5

4.7

19.5

6.0 

2.8

3.2

4.9

3.0 

0.9

1.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

80代(41人)

70代(134人)

60代(108人)

50代(71人)

40代(43人)

30代(31人)

20代(23人)

20本以上

1～19本

全くない

無回答

45.6

64.7

84.9

95.2

97.9

14.6

34.3

59.3

83.1

95.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

80代

70代

60代

50代

40代

町 国
% 

n=451 

n=456 
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かかりつけ歯科医が「いる(はい)」と回答した人の割合は、61.6%となっています。 
 
 

図表 かかりつけ歯科医の有無 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（5）適切な飲酒 

1 日あたりの節度ある飲酒量を「1 合」と回答した人の割合は 45.4%と最も多く、

次いで「わからない」との回答が、23.7%となっています。 
 
 

図表 1 日あたりの節度ある飲酒量(日本酒換算)と思う量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

飲酒状況について「飲む」または「ときどき飲む」と回答した人の割合は、44.9%

となっています。 
 
 

図表 飲酒状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「飲む」または「ときどき飲む」と回答した人の中で、「毎日飲む」人の割合は、

50.2%となっています。 
  

図表 飲酒頻度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61.6 36.0 2.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい

いいえ

無回答

45.4 18.6 2.2 23.7 10.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1合程度

2合程度

3合以上

わからない

無回答

29.8 15.1 14.7 37.1 3.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

飲む

ときどき飲む

ほとんど飲まない

飲まない

無回答

50.2 16.6 30.3 2.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

毎日飲む

週に3～4日

週に1～2日

無回答

n=456 

n=456 

n=456 

n=205 
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習慣的にお酒を飲み始めた年齢を「20 歳未満」と回答した人は 11.7%(24 人)です。 
 
 

図表 習慣的に飲酒を始めた年齢 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 歳未満の者の飲酒について「絶対に飲むべきではない」と回答した人の割合は

46.9%となっています。 
 
 

図表 未成年の飲酒についての考え 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（6）たばこ対策 

喫煙状況について「以前から吸わない」、「以前は吸っていたがやめた」と回答した

人の割合は 77.4%となっています。 
 
 

図表 喫煙状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

たばこを吸っている人のうち、「やめたい」と回答した人の割合は 22.1%となって

います。 
  

図表 禁煙についての考え 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.7 86.3 2.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

15歳以下

16～19歳

20歳以上

無回答

46.9 25.9 6.1 15.2 5.9 

ぜったいに飲むべきではない

時と場合によっては仕方ない

別に問題ない

わからない

無回答

51.5 25.9 18.9 3.7 

以前から吸わない

以前は吸っていたがやめた

現在も吸っている

無回答

22.1 38.4 26.7 11.6 1.2 

やめたい

本数を減らしたい

やめたくない

わからない

無回答

単位:% 

単位:% 

単位:% 

n=205 

n=456 

n=456 

n=86 
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たばこを吸わない人が受動喫煙が「全くなかった」と回答した割合は、家庭が 35.4%、

職場や学校が 25.5％、飲食店が 21.5%となっています。 
 
 

図表 受動喫煙の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（7）ソーシャル・キャピタル 

ソーシャル・キャピタルとは『人々の協調行動を活発にすることによって、社会の効

率性を高めることができる「信頼」、「ネットワーク」、「規範」といった社会組織の特徴

のことで、具体的には、家族や地域における相互扶助や相互信頼、ボランティア活動な

どの社会活動の参加の多さといった特徴』をいいます。つまり、地域における人々の信

頼関係や結びつきを表すもので、ソーシャル・キャピタルが多い地域では、相互の信頼

や協力が得られるため、地域社会の発展につながると考えられます。「信頼」、「つきあ

い」、「社会参加」について平成 26年と令和 6年を比較した結果、全ての項目で、微増

または同程度の割合となっています。 
 
 

図表 【信頼】ほとんどの人は信頼できると思う人の割合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図表 【つきあい】日常的にある・ある程度頻繁にある人の割合 
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47.6

48.9
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図表 【社会参加】活動していると回答した人の割合 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 【社会参加】今後、機会があれば地域で活動したい(続けたい)と回答した人の割合 
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6 ヒアリング調査結果 
 

令和 7年 6月に実施した「保健福祉推進員会議」や令和 7年 8月に実施した「こども

支援連絡調整会議」での意見交換に加え、令和 7年 8月から 9月に実施した食生活改善

推進員や町内事業所等へのヒアリング調査結果について、分野別に整理した内容を以下

に掲載します。 

項目 ヒアリング結果（状況・課題） 

栄養・食生活 ・朝ごはんは食べているが、パンだけとか、ご飯に納豆やふりかけ

だけでおかずを食べている子が少ない。中には、果物や飲み物だ

けの子もいる。 

・こどもを静かにさせるために、時間を決めずにおやつを与える人

がいる。 

・漬物にしょうゆをかけるのをよくみかける。（塩分過剰摂取が心

配） 

・インターネットで今日は何の日かを調べて、おかずを考える人も

いる。 

・スーパーの魚や山菜等の食品で季節を感じることがある。 

・行事食は、自分達世代は作るが、下の世代は作らなくなるのでは

ないか。時代とともに変わっていってもいいのかな。 

・一人暮らしの食事が気になる。 

・若い世代と高齢者の世代との食事の内容が違う。 

・コンビニ食やラーメンの食事が多く心配。以前、職場で野菜ジュー

スを用意しておいたが、飲まれなかった。 

・南三陸町の郷土料理とは何か。 

身体活動・運動 ・こどもたちの体力低下が心配。 

・こどもたちの体力不足や肥満などの対策として、徒歩通学をさせ

たいが、暑さやクマの出没、不審者などの問題があり、うまく進ま

ない。 

・運動を継続するためには、自分が楽しいと思うことが大事。 

・地域でも百歳体操を行っているが、声をかけても「いいや」と断る

人が多い。体操は良いことだが集まることが嫌いな人もいる。 

・家の中で何かできたらなと思う。 

・運動しづらい理由として、天候・気温、動物が多い、周りの目など

が挙げられる。 

・運動が継続できるよう、自分がやりやすい方法がみつけられると

よい。 

・運動するきっかけを職員に与えたいがなかなか難しい。 

休養・睡眠 ・こどもたちの生活リズムの乱れが心配。 

・スマホとの付き合い方は、親も子も気になる。 

・有給取得の奨励を実施している。（ワークライフバランスの推進） 

・職場として、高齢の方、女性を優先的に定時で帰るよう促している。 

・職場として、残業はやっても月 20 時間以内にしている。 

歯と口腔の健康 ・むし歯のある子とない子の 2極化が進んでいる。 
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・こどもたちの食べ物を咀嚼する力や飲み込みが弱い。 

・口腔機能についてもっと知りたい。 

・こどもの歯のことで、最近増えていると感じるのは、癒合歯や過

蓋咬合。 

・ブラッシング方法について、広報などに掲載すれば、気になって

病院にいくかも。 

生活習慣病予

防・重症化予防 

・健康教室など、年齢層に合わせたものにしてほしい。 

・がん検診料金や精密検査代も全額負担している会社もある。 

・精密検査などに該当した職員について、業務を調整し休暇を取得

しやすくしている。 

適切な飲酒 ・健康を害さない程度の適度な飲酒は問題ないのではないか。 

・一生懸命働いている人に飲むなと言えない。 

・休肝日を勧めても、飲みたい人は毎日飲んでいる。 

たばこ対策 ・タバコを吸わないとイライラする。やめようとすることで逆にス

トレスになる。こういう人は多いと思う。 

・吸い殻のポイ捨てなど、喫煙マナーが気になる。 

・職場では分煙対策を徹底している。 

健康管理 ・現場の職員は、始業前にラジオ体操、血圧測定、酸素濃度測定を毎

朝行っている。 

・職場全体での健康意識の高め方について知りたい。 

・使いやすそうな講座があれば利用したい。 

・人を集めるのが課題と感じている。産業まつりなど人が集まる場

を活用し、啓発活動したらよいのではないか。 

・日中は仕事があるので、例えば講演会などを 19 時から開催したら

参加しやすい。 

・職員は健康に対して意識は持っているが、始めるきっかけがない。 
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第３章 計画の基本的な考え方 
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第 3 章 計画の基本的な考え方 
 
 

本町の健康寿命は、令和 4 年に男性 77.27 歳、女性 84.58 歳となり、令和 7 年 3 月末の高

齢化率（65歳以上人口）は、40.62％となっています。今後さらに高齢化が進展し、病気や介

護負担の増加、社会保障費への影響などが予想されます。 

こうした中、健康寿命を延伸させることが極めて重要であり、そのためには、これまで前

計画で目指してきた住民・関係者の協働による健康づくりをさらに進めていくことが必要で

す。健康を地域で支え、こどものころからの健康的な生活習慣を定着させ、生活習慣病の発

症予防と、症状や疾病があっても現状の改善や維持により、健康的な生活をより長く続けら

れる支援を行い、町民一人ひとりが心身ともに健やかに過ごせる町を目指します。 

本計画では、基本理念（目指す姿）と 4 つの基本方針（計画推進の柱）を次のとおり定め

ます。 

 
 

1 基本理念 
 

 前計画では、東日本大震災から復興していく中で健康づくりを推進していくためには、本

町の強みである支え合いの精神を活かし、町民・関係者が協働して進めることが重要である

との認識のもと、「こころもからだも健やかで おでって えがお あふれるまち みなみさ

んりく」を基本理念に掲げ、様々な健康課題に取り組み、ひいては健康な地域づくり・コミ

ュニティづくりに取り組んできました。 

本計画においても、町民同士でつながり支え合う、「おでって」の気持ちと行動を大切にし、

町民が主体的に健康づくりに取り組むことを目指すため、現在の基本理念を引き継ぎます。 
 
 
 
 
 

こころもからだも健やかで  

おでって えがお あふれるまち みなみさんりく 
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2 基本方針 
 

   本計画では、基本理念「こころもからだも健やかで おでって えがお あふれるま

ち みなみさんりく」に向けて、前計画の基本方針に加え、こどものころからの健康づ

くりの取組を強化するとともに、生活習慣病を重症化させないための取組を推進し、健

康寿命の延伸を図るために、4つの基本方針を掲げます。 

 

方針 1：健康寿命の延伸 

こどもから高齢者まで、誰もが健康で安心して楽しく暮らせるよう、生活習慣病や 

生活機能の低下を予防し、健康寿命の延伸を目指します。 
 

方針2：こどものころからの健康的な生活習慣の定着 

予防の観点から、こどものころから健康的な生活習慣をつくるための取り組みを推

進し、生活習慣病の発症予防、健康寿命の延伸を目指します。 
 

方針3：生活習慣病を重症化させないための取り組みの推進 

高齢化の進展を踏まえると、生活習慣病の発症予防のみならず、重症化予防    

に取り組むことにより、症状や疾病があっても現状の改善や維持により、健康的な生

活をより長く続けられることを目指します。 
 

方針4：こどもも大人もともに参加し、つながり、つくる健康づくり 

    全ての年代のつながりを大切にし、こどもも大人も、ともに健康づくりに関心をも

ち、協働の健康づくりを目指します。 
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3 計画体系 
 
 

基本目標１ 一人ひとりの“気づき”を促す 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念 

こころもからだも健やかで おでって えがお あふれるまち みなみさんりく 

基本方針 

 

 

 

 

こどものころから

の健康的な生活習

慣の定着 

生活習慣病を重症

化させないための

取り組みの推進 

こどもも大人も 

ともに参加し、 

つながり、つくる 

健康づくり 

 

健康寿命の延伸 

分野別計画目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体活動・運動 

休養・睡眠 

歯と口腔の健康 

生活習慣病予防・重症化予防 

適切な飲酒 

たばこ対策 

栄養・食生活 

地区別計画目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸倉地区 
①こどもから高齢者まで交流が盛んな戸倉 

②より健康になるための意識を高くもつ戸倉 

③生きている今を楽しみ、笑顔がたえない戸倉 

 

志津川地区 

入谷地区 

①自分やみんなの健康を大事にする入谷 

②ほっとかない入谷 

③地域ぐるみでこどもをみる入谷 

歌津地区 
こどもから高齢者まで 世代を超えて交流し長寿の歌津を 

目指そう！ 

①志津川の良さをいかして、自分が楽しむまち、みんなで楽しむまち 

②志津川の良さ(食物や交流)の再発見を楽しみながら健康づくり 

 

こどもから大人までたばこの健康被害について理解する人の増加 

受動喫煙の減少 

 

自分に合った健康的な飲み方をする人の増加 

お酒に関する相談窓口を知っている人の増加 

 

生活習慣病やがんの予防に関して正しく理解している人の増加 

健康づくりを実践している人の増加 

 

歯と口腔機能を大切にする人の増加 

予防のために歯科受診をする人の増加 

 

睡眠で十分な休養がとれている人の増加 

メディア・SNS の適切な使用について理解している人の増加 

 

こどもも大人も日常に溶け込む楽しい運動習慣の実現 

適切な食習慣、食行動を実践する人の増加 

地元の食材や食文化を知り、食事を楽しむ人の増加 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 施策の展開 
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第 4 章 施策の展開 
 
 

1 分野別計画 
 

分野別計画については、7 分野それぞれに対し目標を掲げ施策を推進していきますが、

各分野は複合的に生活を形成する要因となることを踏まえ、総合的な視点で取組を実施し

ていきます。 

分野ごとの計画は、以下のとおりです。 
 
 

1-1 栄養・食生活 
 
 

 現状・課題 
 

［ 現状 ］ 

● 朝食を毎日食べる人の割合は、20～30 代で低くなっています。また、朝食を毎日食

べている 3 歳未満児や中学生の食事内容については、ご飯や果物だけと簡単にすま

せている人もいます。 

● 食塩の摂り過ぎに気を付けている人の割合は高くなっていますが、食塩の摂取量は、

前計画の目標よりかなり多い状況です。また、野菜を多く食べるよう心がけている人

の割合も高い状況ですが、野菜摂取量は前計画目標をかなり下回っています。 

● 主食・主菜・副菜をそろえて食べる人の割合、栄養成分表示を参考にしている人の割

合、ゆっくりよくかんで食べる人の割合が県平均より低くなっています。 

● 食事の適量（腹八分目）を心がけている人の割合は、県平均を下回っています。 

● 間食、夜食を 1日 1回以上食べる人が約 6割、清涼飲料水をほぼ毎日飲む人が約 3割

となっています。 

● 特定健診で BMI が 25以上の肥満者の割合が、県平均より高くなっています。 

● 地元産の食材を利用する人の割合は、前計画策定時から約 5割を推移しています。 

● 非常用食料を準備している人の割合は、県平均と同程度となっています。 

● 世代により行事食や旬の食材への関心の強さが異なる状況となっています。 

● 食育に関する体験学習やボランティア活動に参加したことがある、または参加したい

と思う人は約 3割となっています。 
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［ 課題 ］ 

● 若い世代や働き盛り世代が望ましい食習慣や食行動について知る必要があります。 

● 地場産品や食文化について関心を高めることが必要です。 

● 住民や関係者(団体)の食の取り組みや事業について知り、関心を高める必要があり

ます。 
 

 分野の目標・推進施策 
 

［ 分野の目標 ］ 

● 適切な食習慣、食行動を実践する人の増加 

● 地元の食材や食文化を知り、食事を楽しむ人の増加 
 
 

方針 取組概要 連携・協働体制 

① こどものころからの適

切な食習慣(例：塩分摂

取)、食行動の啓発、食

生活改善の支援 

・乳幼児健診の場や子育て

支援センターと連携し、適

塩やおやつのとり方につい

て普及啓発を行う。 

・各世代の食に関する課題

を踏まえた出前講座や教室

を開催する。（例：野菜の

摂取や食品の組み合わせ、

ナトカリ比測定） 

・こども世代と若い世代

（20～30 歳代）へ朝食摂取

の意識向上のために、簡単

に調理できるレシピ集の作

成・配布や、朝食の大切さ

を伝える教室を開催する。 

・個別相談の実施。 

・掲示物やリーフレットな

どをデジタル配信も活用し

ながら情報発信を行う。 

・食生活改善推進員 

・幼児施設 

・小・中・高校 

・高齢者施設 

・食産業に関わる団体、 

個人 

・保健所 

・農林水産課 

・教育委員会事務局 

・公民館 

・学校給食センター 

 

 

② こどもや若い世代を中

心とした地場産品、食

文化の普及啓発及び食

育の推進 

・食産業に関わる団体と協

働しながら、地域の食文化

や地場産品を知るための体

験活動や料理教室を開催す

る。 
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③ 食事を楽しむための取

組の実施 

(食育及び共食の推進) 

・食育についての掲示物の

展示やデジタル配信も活用

しながら情報発信を行う。 

・共食の大切さを子育て世

代や高齢者世代に伝える。 

・共食を体験する場を設け

る。 

④ 家庭における非常用食

料（飲料水含む）の備

えの普及啓発 

・災害時に必要な非常用食

料（飲料水含む）について

デジタル配信も活用しなが

ら情報発信を行う。 

 

⑤ 家庭や食に関係する団

体と連携協働による食

育の推進 

・町内外含め、食や食産業

に関わる団体や個人と定期

的に情報交換を行い、食育

の推進及び食環境の情報把

握を行う。 
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1-2 身体活動・運動 

 

 現状・課題 
 

［ 現状 ］ 

● 町民意識調査の結果では、「健康のために運動を心がけている」と答えた方の割合は、

33.1%で前計画の中間評価（令和 2年）よりも 4%減少しています。また、定期的に運

動している（運動習慣者）が 27.2%で、年齢・性別ごとに見ても県や国の目標より低

い状況です。運動をしない理由(複数回答)については、仕事などで体を動かしている

（44.8%）、仕事などで疲れている（38.2%）、時間的に余裕がない（36.7%）との回答

が多く占めています。 

● 働く世代は、仕事優先で自分の時間を取れない方が多く、運動に対しても敷居が高い

イメージを持っている方が多くなっています。 

● こどもたちの通学はスクールバスや保護者の送迎が通常となり、徒歩で通うことが減

少しています。また、体育の授業については、熱中症予防のために水泳やエアコンの

ない体育館での授業が中止になる現状があります。 

［ 課題 ］ 

● 運動を身近に感じ、日常生活の中で運動を取り入れることが必要です。 

● 町全体で健康づくりに取り組むために、地域のスポーツ関連団体などの関係機関と連

携を図る必要があります。 
 

 分野の目標・推進施策 
 
 

［ 分野の目標 ］ 

● こどもも大人も日常に溶け込む楽しい運動習慣の実現 

 

方針 取組概要 連携・協働体制 

① こどものころから日常生

活に取り入れられる身体

活動・運動の普及啓発 

② 町の活動団体との連携や

協働を強化し、住民が参

加しやすいような環境づ

くりの推進 

③ 各地区の連携を強化し、

情報共有による健康づく

りの活性化の推進 

・地域で活動している団体と

協働し、健康教室や出前講座

の開催と情報発信を行う。 

・健康教室などに参加するこ

とが難しい住民にも届くよ

う、SNS やリーフレットなど

の媒体を活用した運動に関す

る情報発信を行う。 

・各地区の活動について情報

交換を行う機会を作る。 

・保健福祉推進員 

・スポーツ推進委員 

・幼児施設 

・小・中・高校 

・地域の自主活動団体 

・社会福祉協議会 

・町の運動施設 

・南三陸病院 

・公民館 

・保健所 



32 

 

1-3 休養・睡眠 
 
 

 現状・課題 
 

［ 現状 ］ 

● 睡眠により休養をとれていない人の割合は約２割となっています。 

● 加齢に伴い「眠れていない」と感じている人が増えています。 

● メディア・SNS の不適切な使用で睡眠や心身の健康、人間関係に影響が出ています。 

［ 課題 ］ 

● 休養と睡眠に関する正しい知識を普及する必要があります。 

● メディア・SNS と正しく付き合えるようになる必要があります。 
 
 

 分野の目標・推進施策 
 
 

［ 分野の目標 ］ 

● 睡眠で十分な休養が取れている人の増加 

● メディア・SNS の適切な使用について理解している人の増加 
 
 

方針 取組概要 連携・協働体制 

① 休養や睡眠に関する正し

い知識の普及啓発 

 

 

 

 

 

 

 

・こどもたちと子育て世

代、若者世代を対象に睡眠

の重要性とメディアの適切

な使用に関する普及啓発を

行う。 

・働き盛り世代から高齢者

までを対象に、加齢と睡眠

の関係、眠剤の使い方につ

いて普及啓発を行う。 

・ホームページなどを活用

した情報発信。 

・保健福祉推進委員 

・健康づくり隊 

・民生委員児童委員 

・幼児施設 

・小・中・高校 

・民間企業 

・医療機関 

・薬局 

・ケアマネージャー協会 

② 関係機関との連携強化に

よる効率的かつ効果的な

取り組みの実施 

 

・幼児施設、学校、医療機

関、薬局、ケアマネージャ

ーなどの関係機関と、情報

共有や取り組みの協働がで

きる関係の構築。 

・関係機関と協働した取り

組みの実施。 
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1-4 歯と口腔の健康 
 
 

 現状・課題 
 

［ 現状 ］ 

● 乳幼児健診の 3 歳児のむし歯のない子の割合は改善傾向にあり、前計画の目標値を

達成しています。国、県平均と比較しても、一人当たりのむし歯保有率も低い状況で

す。しかし、格差もみられ、むし歯が 10 本以上ある子もいます。また、中学校の健

診結果による 12 歳児の一人平均のむし歯の本数は改善傾向にありますが、国、県平

均より高くなっています。 

● こどもの歯や口腔を大切にする意識について、家庭により格差があります。 

● 保健活動の中では、歯がないことについて問題意識をもっていない人が多い状況です。 

● 成人の各種歯科健診の受診率は低い状況です。妊婦歯科健診の受診率は約 5割、後期

高齢者歯科検診は県で最下位の受診率です。成人歯科健診の受診率は増加傾向にあり

ますが、県内では 18位となっています。 

● 過去 1年間に歯科受診した人の割合は、県と比較して低くなっています。 

● 町内の歯科医療機関は人口あたりでみると少ない状況であり、専門職である歯科衛生

士の人数も限られるため、地域での積極的な歯科保健活動の実施が難しい状況です。 

［ 課題 ］ 

● 若いうちから歯と口腔機能の大切さが分かる必要があります。 
 
 
 

 分野の目標・推進施策 
 
 

［ 分野の目標 ］ 

 ● 歯と口腔機能を大切にする人の増加 

 ● 予防のために歯科受診をする人の増加 
 
 
 
 

方針 取組概要 連携・協働体制 

① 歯と口腔機能の大切さ

について普及啓発 

・小学生(高学年)にむし歯

予防を働きかける(例:染め

出しで汚れ確認、小学 6年

生の歯科健診でむし歯がな

い子を広報紙に掲載) 

・子育て世代(幼児や小学生

の保護者)に講話等でむし歯

・保健福祉推進員 

・子育て支援センター 

・幼児施設 

・小中学校 

・歯科医療機関 

・民間企業 

・高齢者施設 
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予防や口腔機能について啓

発を行う。 

・働き世代に民間企業を通

して歯科保健の情報提供を

行う。 

・気仙沼歯科医師会 

・保健所 

・県(口腔歯科保健センタ

ー) 

・教育委員会事務局 

 
② 関係機関と連携した歯

科保健事業の推進、継

続に向けた体制づくり 

・幼児施設や学校の職員に

むし歯予防やフッ化物洗口

事業の必要性を伝え、事業

継続のための人材育成を図

る。 

・高齢者の口腔機能を維持

する働きかけを継続する。 

・保健福祉推進員が歯と口

腔機能の大切さやむし歯、

歯周病予防を知る機会をつ

くり、その内容を地域住民

に啓発してもらう。 

・歯科健診を受けやすい体

制づくりを進めていく。 
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1-5 生活習慣病予防・重症化予防 
 
 

 現状・課題 
 

［ 現状 ］ 

● 国民健康保険加入者の特定健診(40～74 歳)受診率が低く、県内ワースト 1 位となっ

ています。(R6) 

● がん検診の受診率は、国や県と比較すると全体的に低い状況が続いています。また、

胃がん検診、大腸がん検診については受診率が増加傾向にありますが、乳がん検診と

子宮がん検診は横ばいとなっています。 

● 特定健診の結果では、男性の肥満率は 4割を超えており、女性についても約 3割とな

っています。 

● 中学生の肥満傾向児の出現率を見ると男女ともに 3 割弱となっており、県と比較し

て高くなっています。 

● 国民健康保険加入者の特定健診だけでなく、その後の特定保健指導の実施率も県内市

町村順位 16位と低くなっています。(R4) 

● 特定健診やがん検診の結果で所見があっても、医療機関の受診や精密検査に繋がって

いません。 

● 生活習慣病(高血圧、脂質異常症、糖尿病など)の医療費が、40～50 代で上昇傾向と

なっています。 

［ 課題 ］ 

● 生活習慣病予防に取り組み、その取り組みを継続する必要があります。 

● 健(検)診を受ける意義を理解し、自身の健康を定期的に確認することが必要です。 

● こどもの頃から生活習慣病予防の意識を高める必要があります。 

● 健(検)診の受診や健康づくり活動へ参加しやすい体制づくりが必要です。 
 
 

 分野の目標・推進施策 
 
 

［ 分野の目標 ］ 

● 生活習慣病やがんの予防に関して正しく理解している人の増加 

● 健康づくりを実践している人の増加 
 
 

方針 取組概要 連携・協働体制 

① こどものころから健康

によい生活を送れるよ

う地域全体で健康意識

・乳幼児健診で肥満ややせ

を改善するための働きかけ

を行う。 

・保健福祉推進員 

・健康づくり隊 

・幼児施設 
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の向上 ・幼児施設や学校と連携し

て健康に関する正しい知識

の普及啓発を強化する。 

・研修、教室、相談等で健

康づくりを確認し、始める

機会をもつ。 

・活動発表の場を通じて取

り組みの継続を図る。 

・小・中・高校 

・民間企業 

・町の運動施設 

・健(検)診委託団体 

・医療機関 

・気仙沼市医師会 

・地域産業保健センター 

・町民税務課 

 
② 疾病の予防・早期発

見、治療のための健

(検)診を受診しやすい

体制づくり及び普及啓

発の強化 

・さまざまな場で健(検)診

を受診する意義・重要性を

周知する。 

・健(検)診を受診しやすい

日時の設定、実施方法等の

見直しを図る。 

・働き盛り世代への受診啓

発を特に強化し、有所見者

への精密検査等の必要性も

併せて啓発を強化する。 

③ 生活習慣病の発症及び

重症化予防に重点を置

いた施策の展開 

・町内の医療機関だけでな

く気仙沼管内の医療機関と

の連携も強化し、健（検）

診や医療機関受診後の保健

指導への接続を切れ目なく

行っていく。 
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1-6 適切な飲酒 
 
 

 現状・課題 
 

［ 現状 ］ 

● 40 歳以上の男性の飲酒率が高くなっています。 

● お酒を飲む人の約半数が毎日飲酒しています。 

● 飲酒の適量を約半分の人が知らない状況です。 

● 未成年者の飲酒について、成人の約半数が「場合によっては仕方がない」、「問題ない」、 

「分からない」と考えています。 

● お酒に関する相談のハードルが高いと感じている人が多い現状です。 

［ 課題 ］ 

● 適切な飲酒に関する知識や理解を高める必要があります。 

● ハイリスク飲酒者（多量飲酒者）を把握し、支援する体制を整備する必要があります。 
 
 

 分野の目標・推進施策 
 
 

［ 分野の目標 ］ 

 ● 自分に合った健康的な飲み方をする人の増加 

 ● お酒に関する相談窓口を知っている人の増加 

 

方針 取組概要 連携・協働体制 

① アルコールに関する正

しい知識の普及啓発 

 

 

 

 

・中高生を対象としたアル

コールに関する知識の普及

啓発を行う。 

・住民（特に 40歳以上の男

性）を対象とした適切な飲

酒に関する知識の普及啓発

を行う。 

・アルコール関連問題啓発

週間で住民に広く普及啓発

を行う。 

・民生委員児童委員 

・中学校、高校 

・医療機関 

・薬局 

・警察 

・消防 

・民間企業 

・ケアマネージャー協会 

・保健所 

・教育委員会事務局 
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② 誰もが相談できる相談

場所と必要な支援につ

なげる相談支援の実施 

・誰もが相談しやすく、適

切な社会資源の紹介や情報

提供を行える相談支援を実

施する。 

・住民を対象に相談窓口の

周知を強化する。 

・関係機関を対象にアルコ

ールに関する研修会や情報

共有の場を開催し、お互い

の支援力向上と連携強化を

図る。 
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1-7 たばこ対策 
 
 

 現状・課題 
 

［ 現状 ］ 

● 妊娠中の禁煙の実施率は高くなっています。家庭での受動喫煙の割合は低くなって

いますが、職場や飲食店では高い状況です。 

● 成人の喫煙率は県平均と差が小さいが、目標値より高い状況が続いています。 

(目標値：12%→R6：18.9%) 

［ 課題 ］ 

● 事業所や飲食店の受動喫煙率が高いことに対しては、町民が受動喫煙の現状や分煙の

必要性について理解し、日常生活の中で意識をしながら行動することが重要です。 

● 成人の喫煙率が高い状況にあるため、若いうちから喫煙による健康被害やたばこに関

する基本的な知識を習得する必要があります。 
 
 
 

 分野の目標・推進施策 
 
 

［ 分野の目標 ］ 

● こどもから大人までたばこの健康被害について理解する人の増加 

● 受動喫煙の減少 
 
 

方針 取組概要 連携・協働体制 

① 住民が集まる場でのた

ばこに関する普及啓発

の実施 

・健診の場でパンフレット

やＤＶＤを使用し、たばこ

に関する知識の普及啓発を

行う。 

・世界禁煙デーや禁煙週間

での普及啓発を行う。 

・小・中・高校 

・商工関係者 

・民間企業 

・官公庁 

・医療機関 

・保健所 
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② 受動喫煙を防止するた

めの環境づくり 

 

・①の取り組みに加え、保

健所と協働して、必要なパ

ンフレットの配布などによ

る普及啓発を行う。 

・妊娠期から家庭での取り

組みについて普及啓発を行

う。 

③ 若い世代への禁煙に関

する情報発信 

・ホームページや広報など

での情報発信を行う。 

・小中学校・高校と連携

し、喫煙に関する基礎情報

や健康被害についての講話

の実施。また、こどもたち

からの働きかけとして、標

語や絵などを募集して町で

表彰する機会をつくる。 
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2 地区別計画 
 

2-1 戸倉地区 
 
 

 現状・目標・取り組み 
  

現
状 

【人口と世帯数】 

 

人口/世帯数 

人口 

計 男性 女性 

446 世帯 1,235 人 598 人 637 人 

【年齢構成】 

年齢区分 0～5 歳 6～ 12歳 13～ 18歳 19～ 39歳 40～ 64歳 65～ 74歳 75 歳以上 

人数(人) 38 60 43 195 347 239 313 

割合(%) 3.1 4.9 3.5 15.8 28.1 19.3 25.3 

高齢化率(65 歳以上人口比率) 44.7% 

資料：住民基本台帳調査（令和 7 年 9 月末現在） 

【健康状況】 

・健診結果で、体格が肥満ではないが高血糖の人の割合が町平均と比べて高いで 

す。（Ｒ6 町 15.9％、戸倉 19.7％ ※町内 4地区の中で最も高い） 

・高血糖+高血圧、高血糖+脂質異常の割合を比較しても町の平均より高くなって 

おり、「高血糖」が地区の最も重要な健康課題となっています。 

・特定健診受診率は町の平均や他の地区と比べて高くなっています。（Ｒ3～6 

年まで町内 1位） 

【部会で出た主な意見】 

・健康で暮らすことが 1番です。 

・何かをやりたいという意欲が大切だと思います。 

・母ちゃんパワーを活用するのがよいと思います。 

・病気があっても役割を持って生活すると元気です。 

・地区公民館だより「おきなぐら」での積極的な情報発信は必要と思います。 

・戸倉地区は歩いている人が多く、海岸沿いを散歩している人をよく見かけます。 

・人が集まれば交流の場ともなるが、声掛けやお菓子があっても人が集まらなく 

なっています。 

・百歳体操を実施している地区では、脱退者はいるが、新規の加入はないのが現 

状です。 

・地元の食文化、料理教室に限らず、我が家でのあたりまえが他では知らなかっ 

た事だったので、地域の人が先生になるのもよいと思います。 

目
標 

①こどもから高齢者まで交流が盛んな戸倉 

②より健康になるための意識を高くもつ戸倉 

③生きている今を楽しみ、笑顔がたえない戸倉 
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取
り
組
み 

①こどもから高齢者までが交流できる場をつくる。 

 目的:住民が互いに声がけや助け合いができる元気な戸倉を 

    目指します。 

 内容:食を通しての交流会、戸倉の行事への参加、協力など。 

    保育所・小学校を含めた交流行事の開催。 

②健康に関する知識を深め、楽しみながらより健康になる生活 

を実践していく。 

目的:住民が健康で長生きすることを目指します。 

内容:集いの会の開催及び健康講話の実施など。 

③地域で健康づくり活動する人を増やす。 

目的:一人ひとりが主体的に健康づくりを進めることを目指 

します。 

内容:健康づくり活動への参加を促す。戸倉地区健康づくり隊 

のシンボルマークなどを作り周知していく。 

連携・協力体制 

・健康づくり
隊 

・保健福祉推
進員 

・行政区長 

・民生委員児
童委員 

・戸倉コミュ
ニティ推進
協議会 

・戸倉婦人会 

・戸倉小学校 

・戸倉保育所 

・子育て支援
センター 

・漁業協働組
合(戸倉出張
所) 

・社会福祉協
議会 

・観光協会 

・戸倉公民館 
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2-2 志津川地区 
 
 

 現状・目標・取り組み 
  

現
状 

【人口と世帯数】 

 

人口/世帯数 

人口 

計 男性 女性 

1,995 世帯 4,602 人 2,239 人 2,363 人 

【年齢構成】 

年齢区分 0～5 歳 6～ 12歳 13～ 18歳 19～ 39歳 40～ 64歳 65～ 74歳 75 歳以上 

人数(人) 110 178 180 793 1,443 776 1,122 

割合(%) 2.4 3.9 3.9 17.2 31.4 16.9 24.4 

高齢化率(65 歳以上人口比率) 41.2% 

資料：住民基本台帳調査（令和 7 年 9 月末現在） 

【健康状況】 

・特定健診の受診率は、町平均と同程度です。 

・令和 2年から 6年の特定健診の有所見率は、概ね町平均と同様となっています。 

・血糖の有所見率は町平均より低い傾向です。 

【部会で出た主な意見】 

・後期高齢者はいきいき百歳体操やグラウンドゴルフなど地域の自主活動団体の

活動が盛んです。 

・仕事で忙しい若い年代や一人暮らしの男性は、地区行事や集まりに参加する人

が少ない状況です。 

目
標 

①志津川の良さを生かして、自分が楽しむまち、みんなで楽しむまち 

②志津川の良さ(食物や交流)の再発見を楽しみながら健康づくり 
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取
り
組
み 

①こどものころからの健康づくりを推進する。 

 目的:こどもが世代間交流や体験をとおして健康づくりの関心 

を高める機会をつくります。 

 内容:幼児と高齢者を対象としたウォーキングなどの交流会 

    や、こども対象の出前講座(遊び方や自然の良さ・ものづ 

    くり講座・寸劇などで健康について伝える)を行います。 

②食文化を伝承する。 

目的:子育て世代に食べて健康になる志津川の豊かな食(食 

文化)をつなぎます。 

内容:志津川(南三陸町)でとれる食物やその料理、地域の食文 

化について再発見し、子育て世代や若い世代に紹介します。 

③ウォーキングを推進する。 

 目的:地区住民が日常生活の中でからだを動かすことを楽し 

みます。 

内容:ウォーキングコースづくりを行い、住民に紹介します。 

 

連携・協力体制 

・健康づくり
隊 

・保健福祉推
進員 

・食生活改善
推進員 

・行政区長 

・志津川保育
所 

・あさひ幼稚
園 

・子育て支援
センター 

・志津川小学
校 

・志津川中学
校 

・南三陸高校 

・スポーツ交
流村 

・漁協婦人部 

・農林水産課 

・志津川公民
館 
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2-3 入谷地区 
 
 

 現状・目標・取り組み 
  

現
状 

【人口と世帯数】 

 

人口/世帯数 

人口 

計 男性 女性 

648 世帯 1,677 人 826 人 851 人 

【年齢構成】 

年齢区分 0～5 歳 6～ 12歳 13～ 18歳 19～ 39歳 40～ 64歳 65～ 74歳 75 歳以上 

人数(人) 23 67 72 191 563 303 458 

割合(%) 1.4 4.0 4.3 11.4 33.6 18.1 27.3 

高齢化率(65 歳以上人口比率) 45.4% 

資料：住民基本台帳調査（令和 7 年 9 月末現在） 

【健康状況】 

・メタボリックシンドロームの該当者数が令和 4年から減少しています。 

・血糖値に有所見のある人の割合が急増しており、令和 6年度は 4地区の中で 

一番高い状況です。 

・令和 6年度の BMI が 25 以上の人の割合が 4地区の中で一番高い（7.5％） 

です。 

・令和 6年度の血圧に有所見のある人の割合が 7.5％と、町全体の割合（8.9％） 

より低く、血圧のコントロールはよい傾向があります。 

 

【部会で出た主な意見】 

・令和 7年 4月の入谷小学校新入学 8名で全校生徒も 50 名弱と、こどもが少ない 

です。 

・一人暮らしの高齢者の死亡や施設入所などによって空き家が増えています。 

・グラウンドゴルフ大会の開催や、いきいき百歳体操を全地区で実施など、高齢

者は活発に活動をしているのですが、若い世代は地区の行事にあまり参加しな

い傾向があります。 

・入谷のこどもたちは自ら進んで挨拶を行い、大人同士も人と人とのつながりが

強く、お祭りの際の団結力も素晴らしいです。 

目
標 

①自分やみんなの健康を大事にする入谷 

②ほっとかない入谷 

③地域ぐるみでこどもをみる入谷 
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取
り
組
み 

①入谷地区の健康づくりを推進するチームをつくる。 

目的:地区全体で健康づくりに取り組む仕組みを作り、推進し

ます。 

内容:健康づくり隊・保健福祉推進員を中心に入谷地区住民の

健康状況について分かり、取り組みを考え、みんなで実

践し、広めます。 

②健（検）診を受ける人を増やす。 

目的:健康に関心を持ち、自分の健康状態を知るために、健

（検）診を受ける人を増やします。 

内容:入谷で開催されるイベント・行事などで健（検）診を受

けようキャンペーンを実施します。 

こどもの時から、自分の家族の健康に関心を持つ機会

をつくります。 

③こどもから高齢者まで、みんなが声をかけ合える地域の輪を

広げる。 

目的:こどもから高齢者まで、みんなが声をかけ合える地域づ

くりを進めていきます。 

内容:入谷地区内のウォーキングや史跡巡り、交流運動会など

のどの年代でも参加できる交流活動を行います。 

地域活動の情報を発信します（地区の集まりで伝え合う、

誘い合うなど）。 

連携・協力体制 

・健康づくり
隊 

・保健福祉推
進員 

・行政区長 

・民生委員児
童委員 

・食生活改善
推進員 

・老人クラブ 

・婦人会 

・PTA 

・入谷小学校 

・入谷ひがし
幼児園 

・入谷公民館 
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2-4 歌津地区 
 
 

 現状・目標・取り組み 
  

現
状 

【人口と世帯数】 

 

人口/世帯数 

人口 

計 男性 女性 

1,301 世帯 3,739 人 1,852 人 1,887 人 

【年齢構成】 

年齢区分 0～5 歳 6～ 12歳 13～ 18歳 19～ 39歳 40～ 64歳 65～ 74歳 75 歳以上 

人数(人) 89 177 176 563 1,247 671 816 

割合(%) 2.4 4.7 4.7 15.1 33.4 17.9 21.8 

高齢化率(65 歳以上人口比率) 39.8% 

資料：住民基本台帳調査（令和 7 年 9 月末現在） 

【健康状況】 

・メタボ予備群とメタボ該当者が町平均と比較して高いです。 

（メタボ予備群 R6 歌津：15％、町平均：13.9％） 

（メタボ該当者 R6 歌津：30.8％、町平均：29.5％） 

・血糖の有所見が町平均と比較して高いです。 

 （R6 歌津：2.7% 町平均：2.2%） 

【部会で出た主な意見】 

・キーワードは「世代を超えた交流」です。 

・朝や夕方などウォーキングを行っている元気な住民も多いです。 

・震災後の移転、町外からの移住により、地区にどんな住民が住んでいるのか把

握できにくくなっています。 

・地区間でのつながりが希薄化しており、世代間交流（特に若い世代）が難しく

なってきているが、今後は交流の機会を増やせたら良いと思います。 

・新型コロナウイルスや異常気象、人口減少の影響により、以前と同じような体

制や頻度で地域の行事や活動を行うことが難しくなっていると感じています。 

・同じ趣味を持っている人は集まるが、そこに新しいメンバーが参加することは

少ないです。 

・高齢者は地域活動(交流)をしたいが、簡単に移動することが難しい方もいます。 

目
標 こどもから高齢者まで世代を超えて交流し長寿の歌津を目指そう！ 
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取
り
組
み 

①世代間交流を行う場をつくる。 

 目的:世代を超えたつながりを持ちながら気軽に声がけや助 

け合いができる地域を目指します。 

 内容:年に１回、世代間交流を図る企画の実施。交流運動会の 

開催など。 

 

②望ましい生活習慣を伝える場をつくる。 

目的:健康づくりについての関心が高まり、健康的な生活習慣 

を実践できる人を増やします。 

内容:スマートフォンやパソコン等を活用し、年代に応じた健

康づくりの普及啓発の実施。身近な地区集会所や地区活

動サークルなどを活用した健康講話の実施。健康づくり

について周りの住民に広める人を増やします。 

連携・協力体制 

・健康づくり隊 

・保健福祉推
進員 

・行政区長 

・伊里前保育
所 

・名足こども
園 

・伊里前小学
校 

・名足小学校 

・歌津中学校 

・社会福祉協
議会 

・医療機関 

・歌津公民館 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 計画の推進に向けて 
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第 5 章 計画の推進に向けて 
 
 

1 推進の体制 
 

● 本計画の推進にあたっては、町民一人ひとりが主体的に健康づくりに取り組むこと

を基本とし、さらに本町(行政)、保健福祉推進員や食生活改善推進員などの地区組

織、教育機関、関係機関・団体、事業所などと計画の目的や健康課題の情報などを

共有し、連携・協働により、効果的かつ効率的な事業の推進に取り組みます。 

● 地区計画などの推進については、4 つの地区(戸倉・志津川・入谷・歌津)ごとに、

保健福祉推進員や行政区長、民生委員児童委員、地区の住民などで構成される健康

づくり活動ボランティア「健康づくり隊」とともに、地区の特性を生かした健康づ

くり計画の事業の企画・実施及び評価を行います。 
 

2 計画の進捗状況の管理・評価 
 

● 本計画は、ＰＤＣＡサイクル（※）のプロセスを基本に推進します。 

● 本計画に掲げる施策の進捗について、毎年度、庁内で進捗及び実績のとりまとめを

行います。その結果は、南三陸町保健福祉総合審議会に報告するとともに必要に応

じて、施策内容や事業方法などの見直し・改善を進めます。 

● 分野ごとに定めた評価指標に基づき、中間評価及び最終評価を行います。評価指標

については、下表のとおりです。 
 

※ＰＤＣＡサイクルとは、様々な分野・領域における品質管理や業務改善などに広く活用され

ているマネジメント手法で、「計画（Plan）」、「実行（Do）」、「評価（Check）」、「改善（Act）」

のプロセスを実施し、事業やサービスの質を継続的に向上していくものです。 

 

● 計画全体の評価指標 

目標 項目 
町 国 県 

ベースライン
値(R6) 

目標(R17) 出典 目標(R17) 目標(R17) 

健康寿命
の延伸 

健康寿命の延伸 
男性 77.27 年(R4) 

平均寿命の
増加を上回
る健康寿命
の増加 

※1 

平均寿命の
増加を上回
る健康寿命
の増加(R14) 

平均寿命の
増加を上回
る健康寿命
の増加 

女性 84.58 年(R4) 

ソーシャ
ルキャピ
タルの再
構築 

地縁的な活動に参加している
人の増加 

38.2% 
ベースライ
ン 値 か ら
5%の増加 

※2 
ベースライ
ン 値 か ら
5% の 増 加
(R14)※3 

－ 

住民活動・ボランティア活動に
参加している人の増加 

14.0% ※2 － 

スポーツ・サークル活動に参加
している人の増加 

14.7% ※2 － 
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● 分野別計画の評価指標 

分
野 

目標 項目 
町 国 県 

ベースライン
値(R6) 

目標
(R17) 

出
典 

目 標
(R17) 

目 標
(R17) 

栄
養
・
食
生
活 

適
切
な
食
習
慣
、
食
行
動
を
実
践
す
る
人
の
増
加 

適
地
元
の
食
材
や
食
文
化
を
知
り
、
食
事
を
楽
し
む
人
の
増
加 

朝食を毎日食べる人の
割合の増加 

20～30 歳代 59.3% 75% ※2 85%以上 90% 

小学 6 年生 93% 100% ※4 100% 97% 

主食・主菜・副菜を組み合わせてい
る人の割合の増加 

53.9％ 65％ ※2 50％ 80％ 

食事の適量を心がけて食べるよう
にしている人の割合の増加 

腹八分目を
心がけてい
る人 59.4% 

70% ※2 － 95％ 

食塩摂取量の減少 
成人男性 15.7g 

7.5g
未満 

※2 7g 未満 7.5g 未満 

成人女性 14.2g 
6.5g
未満 

※2 7g 未満 6.5g 未満 

野菜摂取量の増加 196g 
350g
以上 

※2 350 以上 350g 以上 

果物摂取量の増加 今後把握 200g ※2 200g 200g 

栄養成分表示を参考にしている人
の割合の増加 

36.8％ 60％ ※2 － 60％ 

地元産の食材を食事に利用してい
る人の増加 

51.9％ 80％ ※2 80％ － 

災害用食品を準備している人の割
合の増加 

44.1％ 70% ※2 今後設定 今後設定 

身
体
活
動
・
運
動 

こ
ど
も
も
大
人
も
日
常
に
溶
け
込
む
楽
し
い
運
動
習
慣
の
実
現 

健康のために運動を心がけている
人の増加 

33.1% 40％ ※2 － － 

自分の一日の歩数を知っている人
の増加 

31.6% 50％ ※2 － 65% 

日常生活における歩数
の増加 

20～64 歳 
男性 

20～59 歳
男性 

6713 歩 

8000
歩以上 

※2 
20～64 歳 
男性 
8000 歩以上 

20～64 歳 
男性 
8000 歩以上 

20～64 歳 
女性 

20～59 歳
女性 

6892 歩 

8000
歩以上 

※2 
20～64 歳 
女性 
8000 歩以上 

20～64 歳 
女性 
8000 歩以上 

65 歳以上 
男性 

60 歳以上
男性 

5164 歩 

6000
歩以上 

※2 
65 歳以上 
男性 
6000 歩以上 

65 歳以上 
男性 
6000 歩以上 

65 歳以上 
女性 

60 歳以上
女性 

5834 歩 

6000
歩以上 

※2 
65 歳以上 
女性 
6000 歩以上 

65 歳以上 
女性 
6000 歩以上 

運動習慣者の割合の増
加 

20～59 歳 
男性 

32.9％ 35% 
 
※2 

20～64 歳 
男性 
30% 

20～64 歳 
男性 
25% 

20～59 歳 
女性 

13.7％ 25% 
 
※2 

20～64 歳 
女性 
30% 

20～64 歳 
女性 
25% 

60 歳以上 
男性 

28.6％ 35% 
 
※2 

65 歳以上 
男性 
50% 

65 歳以上 
男性 
30% 

60 歳以上 
女性 

32.4％ 40% 
 
※2 

65 歳以上 
女性 
50% 

65 歳以上 
女性 
30% 
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分
野 

目標 項目 
町 国 県 

ベースライン
値(R6) 

目標
(R17) 

出
典 

目 標
(R17) 

目 標
(R17) 

休
養
・
睡
眠 

メ
デ
ィ
ア
の
適
切
な
使
用
に
つ
い
て
理
解

し
て
い
る
人
の
増
加 

 

睡
眠
で
十
分
な

休
養
が
と
れ
て
い
る
人
の
増
加 

仕事と休養のバランスを心がけて
いる人の増加 

70.8% 85.0% ※2 － － 

睡眠による休養がとれている人の
割合 

79.1% 80% ※2 

睡眠によ
る休養が
とれてい
る者 80% 

睡 眠 に よ
る 休 養 が
と れ て い
る者 80% 

睡眠時間が十分に確保できている
人の増加(睡眠時間 6～9時間(60歳
以上は 6～8 時間)の人の割合) 

今後把握 
今後設
定 

 60% 今後設定 

メディアの使用ルールを個人もし
くは家族で決めている人の割合の
増加 

今後把握 
今後設
定 

 － － 

ストレスを上手に解消できている
人の割合の増加 

76.7% 80％ ※2 － 80% 

歯
と
口
腔
の
健
康 

歯
と
口
腔
機
能
を
大
切
に
す
る
人
の

増
加 

 

予
防
の
た
め
に
歯
科
受
診

を
す
る
人
の
増
加 

3 歳児のむし歯のない子の割合の増加 92.2% 100% ※8 95％ ９５％以上 

12 歳児の一人平均むし歯の本数の
減少 

1.32 本 1 本 ※5 － 0.6 本以下 

過去 1 年間に歯科健診を受診した
人の割合 

20.1% 40% ※2 － 65%以上 

80 歳で 20 本以上の自分の歯を有する
人の割合の増加 

14.6% 25% ※2 － 85％以上 

かかりつけの歯科医がいる人の増加 61.6% 70% ※2 － － 

生
活
習
慣
病
予
防
・
重
症
化
予
防 

 

生
活
習
慣
病
や
が
ん
の
予
防
に
関
し
て
正
し
く
理
解
し
て
い
る
人
の
増
加 

 

健
康
づ
く
り
を
実
践
し
て
い
る
人
の
増
加 

肥満者(BMI≧25)の割
合の減少 

20～60 歳代
男性 

35.3% 25% ※2 － 

全 国 平 均
を 上 回 る
改善(40～
74 歳) 

40～60 歳代
女性 

21.5% 18% ※2 － 

全 国 平 均
を 上 回 る
改善(40～
74 歳) 

肥満傾向児の出現率 

中学 1年 
男子 

28.9% 15% ※5 
今後設定 
(小学 5年) 

11% 

中学 1年 
女子 

6.3% 8% ※5 8% 

自分の適正体重を知っている人の増加 61.8% 80% ※2 － － 

メタボリックシンドローム該当者
及び予備群の減少 40～74 歳 

該当者 
28.0% 
予備群 
13.9% 

該当者 
20% 

予備群 
10% 

※6 今後設定 

全 国 平 均
を 上 回 る
改善(40～
74 歳) 

特定健診受診率の向上 成人男女 43.3% 60% ※6 今後設定 70% 

がん検診受診率の向
上 40～69 歳 
ただし、子宮がんは
20～69 歳 

胃がん 15.1% 40% ※7 60%(R10) 70% 

肺がん 7.6% 40% ※7 60%(R10) 70% 

大腸がん 38.4% 50% ※7 60%(R10) 70% 

子宮がん 26.9% 50% ※7 60%(R10) 70% 

乳がん 19.8% 50% ※7 60%(R10) 70% 

適
切
な
飲
酒 

自
分
に
合
っ
た
健
康
的
な
飲
み

方
を
す
る
人
の
増
加 

 

お
酒

に
関
す
る
相
談
窓
口
を
知
っ
て

い
る
人
の
増
加 

適正な飲酒量を知っている人の割
合の増加 

45.4% 80.0% ※2 － 

適正な飲酒
量を知って
いる人の割

合 100% 

生活習慣病のリスクを高め
る量を飲酒している人の割
合の減少 20 歳以上 

男性 20.4% 12.0% ※2 10% 12% 

女性 5.4% 3.0% ※2 10% 6% 

妊娠中の飲酒をなくす 0.0% 0.0% ※2 － 0％ 

未成年における飲酒経験者の減少 11.7% 0.0% ※2 0% － 
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【出典】 

※1 国 :健康寿命 国民生活基礎調査  平均寿命 簡易生命表 

 宮城県・町:データからみたみやぎの健康 

※2 令和 6年度町民意識調査 

※3 国民健康栄養調査 

※4 小学校体力テスト記録票 

※5 南三陸町小中学校定期健康診断 

    ※6 宮城県国民健康保険団体連合会 KDB データシステム 

※7 地域保健健康増進事業事業報告 

※8 保健福祉課調べ 

分
野 

目標 項目 
町 国 県 

ベースライン
値(R6) 

目標
(R17) 

出
典 

目 標
(R17) 

目 標
(R17) 

た
ば
こ
対
策 

こ
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
た
ば
こ
の
健
康
被
害
に
つ
い
て
理
解
す
る
人
の
増
加 

 

受
動
喫
煙
の
減
少 喫煙の健康影響に関する

知識の普及(成人) 

肺がん 

89.5% 95% ※2 

－ 

100% 

ぜんそく － 

気管支炎 － 

心臓病 － 

脳卒中 － 

胃潰瘍 － 
妊娠によ
る胎児へ
の影響 

－ 

歯周病 － 

COPD － 

成人の喫煙率の減少 

成人男女 18.9% 13% ※2 12% 12% 

成人男性 32.5% 25% ※2 － 20% 

成人女性 7.9% 5% ※2 － 4% 

妊娠中の喫煙をなくす 0.0％ 0% ※8 今後設定 0% 

受動喫煙の機会を有する
人の割合の低下 

家庭 
(毎日) 

13.3％ 0% ※2 － 0% 

職場 
(毎日・
時々) 

38.8％ 20% ※2 － 0% 

飲食店 
(毎日・
時々) 

39.3％ 20% ※2 － 0% 
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資 料 編 
 

資料１ 策定経過 
 
 

（策定期間：令和 6年 10 月～令和 8年 3 月） 

開 催 日 時 内 容 備 考 

令和6年10月 町民健康意識調査 ○回収票数：456票（45.6％） 

令和7年 9月24日 
第 1回 
南三陸町保健福祉 
総合審議会 

○委嘱状交付 

○会長・副会長の選出 

○審議事項 

・南三陸町第３期健康づくり計画及び

第2期自死対策計画について 

令和7年11月26日 
第 2回 
南三陸町保健福祉 
総合審議会 

○報告 

 ・令和7年度保健福祉事業進捗状況に

ついて 

○審議事項 

・南三陸町第 3 期健康づくり計画につ

いて 

・南三陸町第 2 期自死対策計画につい

て 

令和7年12月15日～ 
12月22日 

第 3回 
南三陸町保健福祉 
総合審議会 
(書面会議) 

○審議事項 

・南三陸町第 3 期健康づくり計画素案

について 

・南三陸町第2期自死対策計画素案に

ついて 

令和8年1月7日～ 
2月6日 

パブリックコメント ○意見： 

 
 

開 催 日 時 内 容 備 考 

令和６年 ２月２８日 
第４回 
南三陸町保健福祉 
総合審議会 

○審議事項 

・令和５年度保健福祉事業（実施状況）

について 

・令和6年度保健福祉主要施策について 

・第３期地域福祉計画(案)について 

・第４期障害者計画・第７期障害福祉

計画及び第３期障害児福祉計画(案)

について 

・高齢者福祉計画及び第９期介護保険



 

 

開 催 日 時 内 容 備 考 

事業計画(案)について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

資料２ 策定協議組織 

 

南三陸町保健福祉総合審議会 

 

南三陸町保健福祉総合審議会設置条例 

 

平成 17 年 10 月 1 日 

条例第 93 号 

（設置） 

第１条 町民の健康づくり及び福祉の充実に関する事項を審議するため、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づき、町長の附属機関として南三陸町保健

福祉総合審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、次に掲げる事項について審議する。 

（１）保健福祉に係る諸計画及び介護保険事業計画の策定又は変更に関すること。 

（２）保健福祉に関する施策及び事業の評価に関すること。 

（３）前２号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員１５人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。 

（１）学識経験を有する者 

（２）関係行政機関及び団体の役職員 

（３）前２号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任することができる。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（臨時委員） 

第５条 審議会に、特別の事項を審議させる必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 

２ 臨時委員は、町長が任命する。 

３ 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。 

（会長及び副会長） 

第６条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によって定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 



 

 

 

（会議） 

第７条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（庶務） 

第８条 審議会の庶務は、保健福祉課において処理する。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮っ

て定める。 
 

附 則 

この条例は、平成１７年１０月１日から施行する。 
 



 

 

 
 
 
 

南三陸町保健福祉総合審議会委員名簿 

 
（敬称略） 

  氏  名 職位等 区分 備考 

1 入 駒 成 穂 
宮城県気仙沼保健福祉事務所

副所長兼地域保健福祉部長 
第 2号委員 外部識者 新任 

2 西 澤 匡 史 南三陸病院医師 第 1号委員 医師 再任 

3 小野寺  勉 歯科医師 第 1号委員 歯科医師 再任 

4 小 坂 克 己 薬剤師 第 1号委員 薬剤師 再任 

5 熊 谷 岳 哉 南三陸町立小・中学校長会会長 第 2号委員 学校関係者 新任 

6 佐 藤 和 則 元町職員 第 1号委員 学識経験者 新任 

7 沼 倉 善 子 
民生委員児童委員協議会 

会長 
第 2号委員 団体代表 再任 

8 後 藤 一 磨 行政区長連絡協議会 第 2号委員 行政区長 新任 

9 千 葉 みよ子 
愛の手をつなぐ親の会会長

（障害者福祉関係者） 
第 2号委員 

団体代表 

障害者家族 
再任 

10 鈴 木 清 美 おもちゃの図書館代表 第 2号委員 
障害者家族 

福祉事業者 
再任 

11 星  雅 也 
社会福祉法人 旭浦会 

特養老人ホーム 慈恵園園長 
第 2号委員 福祉事業者 再任 

12 佐 藤 德 憲 
社会福祉法人社会福祉協議会 

会長 
第 2号委員 福祉事業者 再任 

13 佐々木 房 江 保健福祉推進員 第 3号委員 行政協力員 新任 

（任期：令和 7 年 4月 1日から令和 9年 3 月 31 日（2年間）） 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

資料３ 町民健康意識調査 結果 

1 調査目的 

南三陸町第 2 期健康づくり計画（食育推進計画を含む）の最終評価及び第 3 期計画策定のための
評価指標の現状値及び健康に関する基礎データを把握する。 

 
2 調査内容 
（1）調査対象 
二段階層化無作為抽出法により抽出した、令和 6 年 10 日 8 日時点で南三陸町に住民登録のある
20歳以上 84歳以下の町民 1,000 名。年齢基準日は令和6年 10月 1日 

 
(2) 調査期間 
   令和 6年 10月 28日(月)から令和6年 11月 15日(金)まで 
 
(3) 調査項目 
   対象の基本属性(性、年代、居住地区等)及び 8 分野①休養・こころの健康、ソーシャルキャピタル、③
たばこ、④アルコール、⑤運動・BMI・血圧、⑥健康診査、⑦歯の健康、⑧食生活における知識や生活行
動、健康づくりや食育について町に期待することについて 
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